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宮城県推計人口（令和７年１１月１日現在）について 

 

 

令和７年１１月１日の推計人口について、下記のとおり推計いたしましたので、その結果についてお知ら

せします。 

なお、推計人口は、総務省統計局が公表した令和２年１０月１日現在の国勢調査の確報値を基礎とし、そ

の後の住民基本台帳法の届出 （転入・転出、出生・死亡）に基づき算出しています。 

 

 

○本県の推計人口  ２，２２９，８６７人 （詳細は別紙１・２のとおり） 

前月に比べ      ８５０人減少（自然 ▲１，３４４ 社会 ４９４） 

前年同月に比べ １６，３９０人減少 

 

○人口増の主な市町村 

   １位 仙 台 市      １１０人（自然  ▲３９３    社会  ５０３） 

   ２位 富 谷 市       ５４人（自然    ▲５    社会   ５９） 

   ３位 名 取 市       ３８人（自然    ▲６    社会   ４４） 

    

○人口減の主な市町村 

 １位 石 巻 市     ▲１７９人（自然  ▲１５５    社会  ▲２４） 

   ２位 大 崎 市      ▲１１４人（自然  ▲１１０    社会   ▲４） 

   ３位 登 米 市     ▲１０８人（自然   ▲８６    社会  ▲２２） 
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【参考１】推計人口の利用にあたって 

（１） 推計方法 

総務省統計局が公表している令和２年１０月１日現在の国勢調査（確報値）の人口を基礎とし、「住民

基本台帳法」に基づき届出等があった出生・死亡・転入・転出者等の数を加減して算出している。 

 推計人口 ＝ 国勢調査人口 ＋住民基本台帳に基づく日本人及び外国人の自然増減（出生－死亡） 

               ＋住民基本台帳に基づく日本人及び外国人の社会増減（転入－転出） 

 

（２） 推計人口と住民基本台帳に基づく人口の相違 

推計人口の基礎となる国勢調査人口は、３か月以上そこに住んでいるか又は住むことになっている全

ての人を対象としているが、住民基本台帳人口は住民登録されている日本人及び外国人を対象としてい

る。 

 

（３） 広域圏の区分 

仙南圏（白石市、角田市、刈田郡、柴田郡、伊具郡…２市７町） 

仙台都市圏（仙台市、塩竈市、名取市、多賀城市、岩沼市、富谷市、亘理郡、宮城郡、黒川郡…６市

７町１村） 

大崎圏（大崎市、加美郡、遠田郡…１市４町） 

栗原圏（栗原市…１市） 

登米圏（登米市…１市） 

石巻圏（石巻市、東松島市、牡鹿郡…２市１町） 

気仙沼・本吉圏（気仙沼市、本吉郡…１市１町） 

 

 

【参考２】宮城県企画部統計課ＨＰ https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/toukei/ 
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